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お 温水器（電気、ガス） 排出禁止 専門の処理業者に依頼する。

温度計 ③不燃ごみ 水銀式は、④蛍光灯など。
か カーテン ②資源物 きれいであれば洗濯して『衣類・布類』に分類する。使い古したものは⑥可燃ごみ。

カーテンレール ③不燃ごみ 50cm未満にして折り曲げる。50cm以上は⑦粗大ごみ（2本までを1個として扱う）
カーナビ ③不燃ごみ
カーペット ⑦粗大ごみ 50cm未満に裁断して、日を分けて出せば⑥可燃ごみ。
カーボン紙 ②資源物 『その他紙』に分別する。（６ページ参照）
貝殻 ⑥可燃ごみ
介護用ベッド ⑦粗大ごみ
懐中電灯 ⑧小型家電 乾電池は抜いて、④蛍光灯などに分別する。
鏡 ③不燃ごみ 割れているものは、紙などに包み「鏡」と書く。50cm以上のものは⑦粗大ごみ。
額（金属製） ③不燃ごみ 50cm以上のものは⑦粗大ごみ。
額（金属製以外） ⑥可燃ごみ 50cm以上のものは⑦粗大ごみ。
傘 ③不燃ごみ
加湿器 ⑦粗大ごみ 50cm未満のものは③不燃ごみ。
ガスコンロ（一口） ③不燃ごみ
ガステーブル（二口以上） ⑦粗大ごみ
ガスボンベ 排出禁止 専門の処理業者に依頼する。（17ページ参照）
カセットコンロ ③不燃ごみ 使用済みのカセットボンベは外し、使い切って④蛍光灯などに分別する。
カセットテープ ⑥可燃ごみ ケースも⑥可燃ごみ。
カセットデッキ ⑦粗大ごみ 50cm未満のものは③不燃ごみ。
カセットボンベ ④蛍光灯など 中身を使い切り、穴を開けずに出す。
カタログ、パンフレット ②資源物 『雑誌類』に分別する。紙以外の素材は取り除く。（６ページ参照）
カッターの刃 ③不燃ごみ 紙などに包み「刃物」と書く。
カップメンの容器（プラス
チック製）

①容器包装
の表示のあるもの。『容器包装プラスチック』に分別する。紙製のもの『その他

紙』に分別する。
かつら ⑥可燃ごみ

カバン（未使用品） ②資源物
『衣類・布類」に分別する。使い古してあるものは⑥可燃ごみ、金属製のものは③
不燃ごみ。

鎌（かま） ③不燃ごみ 紙などに包み「刃物」と書く。
紙おむつ ⑥可燃ごみ 汚物はトイレに流す。
かみそり（本体プラスチッ
ク製）

⑥可燃ごみ
本体が金属製のものは③不燃ごみ。

紙袋 ②資源物 『雑誌類』に分別する。紙以外の取っ手は外す。（６ページ参照）
カメラ（デジタル・フィル
ム）

⑧小型家電
15ページ参照。（小型充電式電池は 10ページ参照）

カラーボックス ⑦粗大ごみ 50cm未満のものは⑥可燃ごみ。
カラオケセット ⑦粗大ごみ 50cm未満のものは③不燃ごみ。

ガラス ③不燃ごみ
割れているものは、紙などに包み「ガラス」と書く。
50cm以上のものは⑦粗大ごみ。（２枚までを 1個として扱う）

革製品 ⑥可燃ごみ 50cm以上のものは⑦粗大ごみ。
瓦 排出禁止 専門の処理業者に依頼する。


